
健 全 化 判 断 比 率 平成24年度決算 平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算 早期健全化基準 財政再生基準

実実実実 質質質質 赤赤赤赤 字字字字 比比比比 率率率率 - - 13.33 20.00 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度 分母比

連連連連結結結結実実実実質質質質赤赤赤赤字字字字比比比比率率率率 - - 18.33 30.00 1,829,336 1,804,449 1,604,153 1,408,113 15.9

実実実実 質質質質 公公公公 債債債債 費費費費 比比比比 率率率率 12.8 10.8 25.0 35.0 満期一括償還地方債に係る年度割相当額　（7） 0 0 0 0 -

将将将将 来来来来 負負負負 担担担担 比比比比 率率率率 79.5 71.8 350.0 公営企業債の元利償還金に対する繰入金　（8） 398,775 402,922 421,971 406,945 4.6

組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等　（9） 62,826 60,051 53,722 46,696 0.5

平成24年度決算 平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算 分母比 債務負担行為に基づく支出額（公債費に準ずるもの）　（10） 87,613 26,278 26,193 26,106 0.3

700,117 637,066 6.36 一時借入金の利子　（11） 0 0 0 0 -

323 91 0.00 10,094,243 10,032,152 9,962,729 10,009,196 113.0

1,115,704 1,111,018 1,122,547 1,151,379 13.0

1,262,846 1,182,682 983,492 736,481 8.3

8,978,539 8,921,134 8,840,182 8,857,817 100.0

14.1 13.3 11.1 8.3

12.8 10.810.810.810.8

ＰＦＩ事業に係るもの 0 0 0 0 -

いわゆる五省協定等に係るもの 0 0 0 0 -

国営土地改良事業・森林総合研究所等が行う事業に係るもの 64,184 0 0 0 0.0

地方公務員等共済組合に係るもの 0 0 0 0 -

社会福祉法人に係るもの 0 0 0 0 -

損失補償・債務保証の履行に係るもの 0 0 0 0 -

引き受けた債務の履行に係るもの 0 0 0 0 -

その他上記に準ずるもの 23,429 26,278 26,193 26,106 0.3

700,440 637,157 利子補給に係るもの 0 0 0 0 -

9,962,729 10,009,196

(7.03) (6.36)(6.36)(6.36)(6.36) 平成24年度決算 平成25年度決算 分母比

資金不足比率 14,578,992 15,163,669 171.2

平成24年度決算 平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算 分母比 平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算 209,876 183,770 2.1

516,133 611,286 6.11 5,251,519 6,250,092 70.6

533,488 515,001 5.15 389,406 322,271 3.6

0 0 0.00 4,162,644 3,630,579 41.0

3,553 11,081 0.11 14,110 15,041 0.2

平成２５年度決算に基づく
健全化判断比率・資金不足比率

実　質　公　債　費　比　率　（千円・％）

区　　　　　分

元利償還金（公債費充当一般財源等額）　（6）

　 都道府県名　　茨城県 準
元
利
償
還
金

　 団　 体　 名　　北茨城市

実　質　赤　字　比　率　（千円・％）

会　計　名

一
般
会
計
等

一般会計

北茨城市水沼診療所特別会計 標　準　財　政　規　模　（2）

算　入　公　債　費　等　の　額　（12）

（6）～（11）の合計－（12）　（13）

分　母　（2）－（12）　（14）

実質公債費比率（単年度）　（13）／（14）×100

実質公債費比率（３か年平均）実質公債費比率（３か年平均）実質公債費比率（３か年平均）実質公債費比率（３か年平均）

内　訳

10

債
務
負
担
行
為

合　計　（1） ※黒字の場合
は、比率を（ ）
書としている。

標　準　財　政　規　模　（2） 将　来　負　担　比　率　（千円・％）

実質赤字比率－（1）／（2）×100実質赤字比率－（1）／（2）×100実質赤字比率－（1）／（2）×100実質赤字比率－（1）／（2）×100 区　分

連　結　実　質　赤　字　比　率　（千円・％）
26

一般会計等に係る地方債の現在高　（15）

会　計　名 債務負担行為に基づく支出額　（16）

北茨城市水道事業会計 将
来
負
担
額

公営企業債等繰入見込額　（17）

北茨城市工業用水道事業会計 組合等負担見込額　（18）

北茨城市立総合病院事業会計 退職手当負担見込　（19）

北茨城市公共下水道事業特別会計 設立法人等の負債額等負担見込額　（20）3,553 11,081 0.11 14,110 15,041 0.2

1,632 1,091 0.01 0 0 -

0 0 -

27 2,910,578 3,432,144 38.7

2,407,971 2,509,541 28.3

12,255,157 13,257,498 149.7

24,606,547 25,565,422 288.6

17,573,706 19,199,183 216.7

9,962,729 10,009,196 113.0

1,122,547 1,151,379 13.0

7,032,841 6,366,239 71.9

8,840,182 8,857,817 100.0

79.5 71.871.871.871.8

0 0 -

0 0 -

0 0 -

200,712 322,734 3.22 0 0 -

北茨城市介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 161,162 185,659 1.85 0 0 -

北茨城市後期高齢者医療特別会計 1,225 118 0.00 0 0 -

2,016 1,953 0.02 0 0 -

0 0 -

0 0 -

209,876 183,770 2.1

17 3,968,516 3,846,667 43.4

264,659 249,193 2.8

987,012 2,122,536 24.0

2,120,361 2,286,080 22.83 水道事業会計 31,332 31,696 0.4

0 0 0.00 0 0 -

2,120,361 2,286,080 20 0 0 -

9,962,729 10,009,196 0 0 -

(21.28) (22.83)(22.83)(22.83)(22.83) 14,110 15,041 0.2

※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。

公
営
企
業
会
計

額北茨城市公共下水道事業特別会計 設立法人等の負債額等負担見込額　（20）

北茨城市漁業集落排水事業特別会計 連結実質赤字額　（21）

組合等連結実質赤字額負担見込額　（22）

能
財
源
等

充当可能基金　（23）

充
当
可

充当可能特定歳入　（24）

基準財政需要額算入見込額　（25）

将来負担額　（26）

充当可能財源等　（27）

標　準　財　政　規　模　（2）

算入公債費等の額　（12）

（26）－（27）　（28）

分　母　（2）－（12）　（29）

将来負担比率　（28）／（29）×100将来負担比率　（28）／（29）×100将来負担比率　（28）／（29）×100将来負担比率　（28）／（29）×100

内　訳

16 ＰＦＩ事業に係るもの

債
務
負
担
行
為

いわゆる五省協定等に係るもの

国営土地改良事業の負担金に係るもの

公
営
事
業
会
計

北茨城市国民健康保険事業特別会計 森林総合研究所等が行う事業に係るもの

地方公務員等共済組合に係るもの

実質黒字額・資金剰余額合計　（3）

依頼土地の買い戻しに係るもの

北茨城市介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定） 社会福祉法人の施設建設費に係るもの

損失補償・債務保証の履行に係るもの

引き受けた債務の履行に係るもの

連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100連結実質赤字比率　-（5）／（2）×100

その他上記に準ずるもの

繰
入
見
込
額

公共下水道事業特別会計

企
業
債
等

漁業集落排水事業特別会計

病院事業会計

その他第三セクター等に係る将来負担額

実質赤字額・資金不足額合計　（4） その他の会計

合　計　（3）＋（4）　（5） ※黒字の場合
は、比率を（ ）
書としている。

三
セ
ク
等

地方道路公社に係る将来負担額

標　準　財　政　規　模　（2） 公
社
・

土地開発公社に係る将来負担額

※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。※早期健全化基準及び財政再生基準は、平成25年度決算の基準である。


